
節電対策メニュー
節電効果

削減率 削減消費電力

エ ア コ ン

室温 を心がけましょう。 ％

“すだれ”や“よしず”などで窓からの日差しを

和らげましょう（エアコンの節電になります）。
％

無理のない範囲でエアコンを消して、扇風機を使

いましょう。
％

冷 蔵 庫

冷蔵庫の設定を 強 から 中 に変え、扉を開

ける時間をできるだけ減らし、食品をつめこまな

いようにしましょう。

％

照 明
日中は照明を消して、夜間も照明をできるだけ減

らしましょう。
％

テ レ ビ
省エネモードに設定するとともに画面の輝度を下

げ、必要な時以外は消しましょう。
％

温水洗浄便座

便座保温・温水のオフ機能、タイマー節電機能が

あれば、これらを利用しましょう。
いずれかの対策により

上記の機能がなければコンセントからプラグを抜

いておきましょう。
％未満

炊 飯 器
早朝にタイマー機能で 日分まとめて炊いて、冷

蔵庫に保存しましょう。
％

待 機 電 力

リモコンの電源ではなく、本体の主電源を切りま

しょう。長時間使わない機器はコンセントからプ

ラグを抜いておきましょう。

％



採
用
職
種

中
級
試
験
（
保
健
師
）

初
級
試
験
（
一
般
職
・
消
防
職
）

採
用
人
員

若
干
名

受
験
資
格

中
級
試
験
（
保
健
師
）

昭
和

年

月

日
以
降
に
生

ま
れ
た
者

保
健
師
の
資
格
を
有
す
る
者
又

は
平
成

年

月

日
ま
で
に
保

健
師
の
免
許
を
取
得
す
る
見
込
み

の
あ
る
者

日
本
国
籍
を
有
し
地
方
公
務
員

法
第

条
に
該
当
し
な
い
者

初
級
試
験（
一
般
職
・
消
防
職
）

昭
和

年

月

日
以
降
に
生

ま
れ
た
者

高
卒
以
上
（
平
成

年

月
卒

業
見
込
者
含
む
）

日
本
国
籍
を
有
し
地
方
公
務
員

法
第

条
に
該
当
し
な
い
者

試
験
日
（
一
次
試
験
）

月

日（
日
）

試
験
科
目

教
養
試
験
、
適
性
検
査
等

試
験
地

青
森
市
（
予
定
）

申
込
書
受
付

月

日（
金
）か
ら

月

日（
金
）ま
で

申
込
書
は

月

日
よ
り
役
場

平成 年度の市町村民税、平成 年分の本人の所得及び平成 年 月 日現在の世帯構成などにより、 歳以上
の方々の介護保険料段階が決定致しましたので、 月初旬に納入通知書を郵送致します。
平成 年度の保険料段階及び介護保険料

普通徴収の方
普通徴収（町から送付される納付書により収めて頂く方）による納付が 月から始まります。（口座振替の申し

込みにより町内金融機関（郵便局を含む。）での口座振替を利用する事ができます。）
普通徴収納期限（口座振替をご利用の方は各納期月 日の振替となります。）

特別徴収（年金から天引き）の方
保険料年額から仮徴収額（ 月・ 月・ 月の年金支給時において徴収された保険料）を差し引いた残りを 月・
月・ 月の 回に分けて天引きとなります。

（年間保険料額─仮徴収額） 月・ 月・ 月の支払（天引き）額
【お問合せ】役場健康福祉課 健康福祉グループ 電話（ ） （内線 、 ）

段 階 第 段階 第 段階 第 段階 第 段階 第 段階 第 段階

対 象

生活保護の受
給者、老齢福
祉年金受給者
で市町村民税
世帯非課税

世帯全員が市町村民税非課税 本人が市町村
民税非課税で
あるが市町村
民税課税世帯

本人が市町村
民税課税で合
計所得金額が
万円未満

本人が市町村
民税課税で合
計所得金額が
万円以上

課税年金収入
額と合計所得
金額の合計が
万円以下

第 段階以外
の方

負 担 割 合 基準額 基準額 基準額 基準額 基準額 基準額

月 額 ， 円 ， 円 ， 円 ， 円 ， 円 ， 円

年 額 ， 円 ， 円 ， 円 ， 円 ， 円 ， 円

平成 年度
普 通 徴 収
納 期 限

第 期 第 期 第 期 第 期 第 期 第 期 第 期 第 期

（ 月） （ 月） （ 月） （ 月） （ 月） （ 月） （ 月） （ 月）

月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日

お問合せ・ご相談
地デジコールセンター
上記の番号が繋がらない場合は



階
総
務
課
で
交
付
す
る
他
、
横

浜
町

サ
イ
ト
で
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
事
も
可
能
で
す
。

提
出
書
類

受
験
申
込
書

最
終
学
校
卒
業
証
明
書
（
見
込

者
含
む
）
ま
た
は
卒
業
証
書
の
写

し二
次
試
験

一
次
試
験
合
格
者
の
み

作
文
・
面
接
（

月
中
旬
か
ら
下

旬
を
予
定
）

お
問
合
せ
・
願
書
受
付

役
場
総
務
課
総
務
防
災

（

）

（
内

）

参
考

地
方
公
務
員
法
第

条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者

は
、
条
例
で
定
め
る
場
合
を
除
く

ほ
か
、
職
員
と
な
り
、
又
は
競
争

試
験
若
し
く
は
選
考
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

成
年
被
後
見
人
ま
た
は
被
保

佐
人

・
成
年
被
後
見
人

心
神
喪
失
の
状
況
に
あ
る
者
で
、

家
庭
裁
判
所
か
ら
自
分
の
財
産
の

管
理
処
分
を
禁
じ
ら
れ
た
禁
治
産

者
。
後
見
人
が
付
け
ら
れ
る
。

・
被
保
佐
人

心
神
耗
弱
（
こ
う
じ
ゃ
く
）
者
・

浪
費
者
で
、
家
庭
裁
判
所
か
ら
準

禁
治
産
の
宣
告
を
受
け
た
者
。
保

佐
人
が
付
け
ら
れ
る

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら

れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又

は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な

く
な
る
ま
で
の
者

当
該
地
方
公
共
団
体
に
お
い

て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当

該
処
分
の
日
か
ら

年
を
経
過
し

な
い
者人

事
委
員
会
又
は
公
平
委
員

会
の
委
員
の
職
に
あ
っ
て
、
第

章
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
刑
に
処

せ
ら
れ
た
者

日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後

に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
又
は
そ

の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で

破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党

そ
の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は

こ
れ
に
加
入
し
た
者

平
成

年

月

日
は
被
保
険

者
証
の
更
新
日
で
す
。
新
し
い
被

保
険
者
証
は
、

月
下
旬
に

郵

送

（
一
部
の
該
当
者
は

窓
口

で
の
お
引
渡
し
）
と
な
り
、
有

効
期
限
は
平
成

年

月

日
ま

で
と
な
り
ま
す
。（
た
だ
し
、
保

険
料
の
滞
納
等
の
理
由
に
よ
り
納

付
相
談
の
必
要
な
方
に
つ
い
て

は
、
有
効
期
限
及
び
更
新
時
期
が

異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

現
在
お
使
い
の
被
保
険
者
証

は
、
平
成

年

月

日
以
降
に

役
場
税
務
町
民
課
町
民
グ
ル
ー
プ

の
後
期
高
齢
者
医
療
担
当
窓
口
に

返
還
し
て
く
だ
さ
い
。（
郵
送
に

よ
る
返
還
も
で
き
ま
す
）。

交
付
さ
れ
ま
し
た
ら
、
記
載
内

容
を
ご
確
認
の
上
、
誤
り
が
あ
り

ま
し
た
ら
当
町
窓
口
に
お
申
し
出

く
だ
さ
い
。

新
し
い
被
保
険
者
証
は
、
裏
面

に
臓
器
提
供
の
意
思
表
示
（
提
供

す
る
・
提
供
し
な
い
）
が
記
入
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
な

お
、
意
思
表
示
の
記
入
に
つ
い
て

は
、
義
務
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

平
成

年
中
の
所
得
状
況
等
に

よ
り
、

月

日
か
ら
医
療
機
関

窓
口
で
の
自
己
負
担
割
合
が
変
わ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

平
成

年
度
に
交
付
を
受
け
て

い
る
方
》

現
在
お
使
い
の
後
期
高
齢
者
医

療
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
は
、
平
成

年

月

日
が
有
効
期
限
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。

平
成

年
中
の
所
得
状
況
等
に

よ
り
、
平
成

年
度
も
引
き
続
き

低
所
得

ま
た
は
低
所
得

と
判

定
さ
れ
た
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、

新
し
い
被
保
険
者
証
と
と
も
に
新

し
い
認
定
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
の

で
、
更
新
手
続
き
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

な
お
、
新
し
い
認
定
証
の
有
効

期
限
は
平
成

年

月

日
と
な

り
ま
す
。

お
問
合
せ

役
場
税
務
町
民
課
町
民

（

）

（
内

）

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合

（

）

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
災
さ

れ
た
皆
様
に
、
心
か
ら
お
見
舞
い

申
し
上
げ
ま
す
。

青
森
県
内
の
納
税
者
の
方
に
つ

き
ま
し
て
は
、
平
成

年

月

日
か
ら

月

日
ま
で
の
間
に
到

来
す
る
全
て
の
国
税
の
申
告
・
納

付
等
の
期
限
が

平
成

年

月

日（
金
）

と
な
り
ま
す
。
申
告
・
納
付
等
の

義
務
が
あ
る
個
人
や
法
人
の
方
で

申
告
・
納
付
等
が
ま
だ
お
済
み
で

な
い
方
は
、

月

日
ま
で
に
手

続
を
お
願
い
し
ま
す
。

振
替
納
税
を
ご
利
用
の
方

月

日
ま
で
に
申
告
所
得
税

や
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地

方
消
費
税
に
係
る
平
成

年
分
の

確
定
申
告
書
を
提
出
し
た
方
で
振

替
納
税
を
ご
利
用
の
方
の
振
替
納

付
日
は
、

平
成

年

月

日（
水
）

と
な
り
ま
す
。
税
務
署
か
ら
お
知

ら
せ
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
確

認
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
告
等
の
手
続
き
が
困
難
な
方

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
災
害
等

に
よ
り
、

月

日
ま
で
に
申

告
・
納
付
等
の
手
続
き
が
困
難
な

方
に
つ
い
て
は
、
個
別
に
期
限
の

延
長
が
認
め
ら
れ
ま
す
の
で
、
状

況
が
落
ち
着
い
た
後
、
税
務
署
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

申
告
所
得
税
の
還
付
申
告
は

月

日
以
降
も
手
続
き
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（

）
を
ご
覧

い
た
だ
く
か
、
最
寄
り
の
税
務
署



に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

お
問
合
せ

十
和
田
税
務
署

（

）

自
動
音
声
で
ご
案
内
し
ま
す

横
浜
町
で
は
、
青
森
県
信
用
保

証
協
会
と
、
中
小
企
業
者
の
事
業

資
金
に
か
か
る
借
入
を
円
滑
に
す

る
た
め
、
特
別
保
証
制
度
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
地
元
中
小
企
業
者

の
ご
利
用
し
や
す
い
制
度
と
し

て
、
き
め
細
か
な
対
応
を
し
て
い

く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

大
い
に
ご
利
用
下
さ
い
。

特
別
保
証
制
度

簡
易
小
口
制
度

貸
付
金
額

万
円

補
償
期
間

年
以
内
（
据
置
期

間

運
転

ヶ
月
以
内
、
設
備

年
以
内
）

貸
付
利
率

年
率

％
以
内

（
固
定
金
利
）

事
業
活
性
化
資
金

貸
付
金
額

万
円

補
償
期
間

年
以
内
（
据
置
期

間

運
転

ヶ
月
以
内
、
設
備

年
以
内
）

貸
付
利
率

年
率

％
以
内

（
固
定
金
利
）

小
口
零
細
企
業
特
別
保
証

貸
付
金
額

万
円

補
償
期
間

年
以
内
（
据
置
期

間

年
以
内
）

貸
付
利
率

年
率

％
以
内

（
固
定
金
利
）

保
証
料
率
に
つ
い
て

無
担
保
保
険
（
一
般
関
係
）、

普
通
保
険
（
一
般
関
係
）
を
利
用

の
場
合
は
、
財
務
そ
の
他
経
営
に

関
す
る
情
報
を
基
に
リ
ス
ク
計
測

モ
デ
ル
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
評
点

に
応
じ
た
区
分
の
料
率
（
小
口
、

活
性
化
は

％

％
、
小
口
零
細
は

％

％
）
を
適
用
し
ま
す
。

た
だ
し
、
各
種
条
件
に
よ
り
、
最

大

％
の
割
引
適
用
が
あ
り

ま
す
。

特
別
小
口
保
険
を
利
用
の
場

合
、
経
営
安
定
関
連
特
例
保
険
を

号
指
定
で
利
用
の
場
合
は

一
律
に
年
率

％
、

、

号
指
定
で
利
用
の
場
合
は
一
律

に
年
率

％
、
創
業
等
関

連
特
例
及
び
創
業
関
連
特
例
保
険

を
利
用
の
場
合
は
一
律
に

％
が
適
用
と
な
り
ま
す
。

お
問
合
せ

青
森
県
信
用
保
証
協
会
む
つ
支
所

（

）

役
場
産
業
建
設
課
産
業

（

）

（
内

）

走
行
中
に
席
を
離
れ
る
と
、
転

倒
な
ど
思
わ
ぬ
怪
我
を
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
お
降
り
の
際
は
、

バ
ス
が
停
留
所
に
着
い
て
扉
が
開

い
て
か
ら
席
を
お
立
ち
下
さ
い
。

ま
た
、
バ
ス
は
安
全
運
転
に
徹

し
て
お
り
ま
す
が
、
や
む
を
得
ず

急
ブ
レ
ー
キ
を
掛
け
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
満
席
の
た
め
、
お
立
ち

に
な
っ
て
ご
利
用
頂
く
場
合
に

は
、
吊
革
や
握
り
棒
に
し
っ
か
り

お
つ
か
ま
り
下
さ
い
。

バ
ス
の
車
内
事
故
防
止
に
皆
様

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

東
北
運
輸
局
青
森
運
輸
支
局

（
社
）
青
森
県
バ
ス
協
会

を
す
る
会
で
す
。
上
十
三
支
部
の

会
員
は

名
で
、
横
浜
町
は

名

の
会
員
と
な
っ
て
い
ま
す
。

募
集
期
限

月

日（
土
）

申
込
み
方
法

電
話
か
ハ
ガ
キ
又
は

で
左

記
ま
で
お
申
込
み
下
さ
い
。

お
問
合
せ
・
申
込
み

木
村
勉

横
浜
町
字
塚
名
平

（

）

（

兼
）

青
森
県
長
寿
社
会
振
興
セ
ン

タ
ー

青
森
市
中
央（

）

（

）

あ
す
な
ろ
友
の
会
は
、
青
森
県

長
寿
社
会
振
興
セ
ン
タ
ー
（
社
会

福
祉
法
人
青
森
県
す
こ
や
か
福
祉

事
業
団
（
青
森
市
県
民
福
祉
プ
ラ

ザ

階
））
の
自
主
活
動
組
織
で
、

県
内

地
区
に
支
部
（
横
浜
町
は

上
十
三
支
部
に
入
り
ま
す
）
を
置

き
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
や
各
種
施
設
見

学
・
料
理
教
室
な
ど
を
開
催
し
、

会
員
の
親
睦
を
深
め
仲
間
づ
く
り

歩
け
歩
け
運
動
の
実
践
、
他
市

町
村
の
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
ク
ラ
ブ
と

の
交
流
と
親
睦
を
図
り
、
健
康
・

環
境
・
ふ
れ
あ
い
志
向
づ
く
り
を

め
ざ
し
、
横
浜
町
に
ウ
オ
ー
キ
ン

グ
ク
ラ
ブ
を
つ
く
り
ま
せ
ん
か
？

募
集
期
限

月

日（
月
）

申
込
み
方
法

電
話
か
ハ
ガ
キ
又
は

で
左

記
ま
で
お
申
込
み
下
さ
い
。

お
問
合
せ
・
申
込
み

沖
津
秀
樹



横
浜
町
字
吹
越

（

）

（

兼
）

月
・

月
の

講
習
会
の

お
知
ら
せ
で
す
。
パ
ソ
コ
ン
を
さ

わ
っ
た
こ
と
が
な
い
方
も
お
気
軽

に
お
越
し
下
さ
い
。

・

月
の
主
な
内
容

初
心
者
さ
ん
へ
の
パ
ソ
コ
ン
入

門
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
活
用
や
デ
ー

タ
管
理
に
関
す
る
こ
と
な
ど

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
及
び

今
回
の
相
談
・
講
習
会
は
、
青
森

県
の
【

利
活
用
サ
ポ
ー
ト
事

業
（
国
ふ
る
さ
と
雇
用
再
生
特
別

基
金
事
業
）】
で
実
施
し
て
い
ま

す
。

・
各
講
習
定
員

名

定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

講
習
場
所

横
浜
町

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

（
横
浜
中
学
校

地
域
・
学
校
連

携
施
設

会
議
室
）

申
込
先

（

）

横
浜
町

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

無
料
相
談
受
付
時
間

午
前

午
後

開 催 日 講 習 時 間 講 習 内 容

月 日（火）
インターネット活用講座 検索方法や便利な使い方など

インターネット活用講座 検索方法や便利な使い方など

月 日（木）
インターネット活用講座 検索方法や便利な使い方など

インターネット活用講座 検索方法や便利な使い方など

月 日（火）
パソコン初級 初心者さんへ電源の入れ方から教えます

データ管理 メモリーや へのデータ保存・取込方法

月 日（木）
パソコン初級 キーボードを使って入力をしてみよう

データ管理 メモリーや へのデータ保存・取込方法

月 日（火）
パソコン初級 文字入力練習（タッチタイピング）

もっとネットを生活に取り入れよう！ 便利な活用法など

月 日（木）
パソコン初級 文字入力練習、インターネット閲覧など

もっとネットを生活に取り入れよう！ 便利な活用法など

月 日（火）
ワード基礎 ワード の基本的な操作、文書作成など

ワード基礎 ワード の基本的な操作、文書作成など

月 日（木）
エクセル基礎 エクセル の基本的な操作、表作成など

エクセル基礎 エクセル の基本的な操作、表作成など

月 日（火）
ワード基礎 ワード の基本的な操作、文書作成など

ワード基礎 ワード の基本的な操作、文書作成など

月 日（木）
エクセル基礎 エクセル の基本的な操作、表作成など

エクセル基礎 エクセル の基本的な操作、表作成など

日 時 月 日（土） 午後 時から（悪天候でも行います）

場 所 吹越生活改善センター・ホタルの屋内外飼育場など

参加費 人 円（幼児無料）

内 容 歓迎芸能 お茶会 湧き水コーヒー クイズ大会 ミニ縁日

流しソーメン 大抽選会 ホタルを観る会

沖津賢一（ ） 主 催 よこはまホタル村



東北電力 実施分

試料名 採取地点 採取年月日 単位
ヨウ素 暫定規制値

に対する割合

指標生物（松葉） 横浜町大豆田 ． ． 生

注）測定値は採取日に補正しています。

（参考）
ヨウ素 測定における検出限界以下を示す。検出限界値は下表のとおり。

試 料 ヨウ素
湖沼水 程度
牧草、ウスメバル、指標生物 生程度

ヨウ素 に係る食品衛生法の暫定規制値（野菜類・魚介類）

県実施分

試料名 採取地点 採取年月日 単位
セシウム セシウム 暫定規制値等

に対する割合

大気浮遊じん
（ カ月ごとに採取）

横浜町吹越

牛乳（原乳） 横浜町

アブラナ 横浜町大豆田 生 約

東北電力 実施分

試料名 採取地点 採取年月日 単位 セシウム セシウム 暫定規制値等
に対する割合

牛乳 横浜町鶏沢

注）測定値は採取日に補正しています。

（参考）
モニタリングで定めている定量下限値未満を示す。定量下限値は下表のとおり。

試 料 セシウム 、セシウム
大気浮遊じん
湖沼水、水道水、海水
牛乳
コウナゴ、指標生物 生

セシウム 及びセシウム に係る暫定規制値等
大気中放射性物質の法令に定める基準値（周辺監視区域外の濃度限度）
セシウム 、セシウム
食品衛生法の暫定規制値（野菜類・穀類等）（セシウム セシウム ）
牧草の暫定許容値（セシウム セシウム

出典 青森県環境生活部原子力安全対策課



父母の離婚・父母の死亡などにより、父親又は母親と生計を同じくしていない児童を、育成する家庭の安定と自

立の促進を通じて児童の福祉を増進する制度です。

手当を受けることができる人は

次のいずれかに該当する 歳に達した年度末まで（中程度以上の障害を有する児童は 歳未満）児童を監護して

いる父又は母（又は養育者）児童を養育している人に支給されます。

父母が離婚した児童 父又は母から引き続き 年以上遺棄されている児童

父又は母が死亡した児童 父又は母が引き続き 年以上拘禁されている児童

父又は母が重度の障害者である児童 母が婚姻によらないで懐胎した児童

父又は母の生死が明らかでない児童 児童が遺児、孤児などの場合

手当を受けることができない人

次のいずれかに該当するときは手当をうけることができません。（受給者は資格喪失します。）

日本国内に住所を有しない時

父、母又は養育者が公的年金を受けることができるとき（その全額についてその支給が停止の時は除く）

児童が父または母の死亡により公的年金又は遺族補償を受けることができる。

児童が父又は母に支給される公的年金の加算の対象となっている。

児童が父又は母と生計を同じくしている。

児童が父又は母の配偶者（内縁関係を含む）に養育されている。

手当額

受給資格者の所得額によって支給の制限があり、手当額が異なります。また、生計が同じ扶養義務者の所得額に

よっても支給の制限があり、手当が支給されない場合もあります。

なお、児童の父又は母の所得には父又は母と児童が受け取った養育費の 割が加算されます。

（平成 年 月現在）

心身に障害がある 歳未満の児童を監護する父又は母、若しくはその養育者に特別児童扶養手当が支給されま

す。ただし、対象児童が施設等に入所している場合は支給されません。

手当額（平成 年 月現在）（所得制限があります）

問合せ先

役場健康福祉課健康福祉グループ

（内線 ）

級

手当月額 障 害 程 度

級

手当月額 障 害 程 度

， 円
身体障害者手帳 級、 級、

愛護手帳 程度
， 円

身体障害者手帳
級程度

全 額 支 給 月 額 ， 円

一 部 支 給 所得額に応じて月額 ， 円 ， 円（ 円きざみ）

第 子 加 算 月額 ， 円（全額支給、一部支給共通）

第 子以降加算 人につき月額 ， 円（全額支給、一部支給共通）
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